
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

除雪サービス利用対象世帯  

 

利用者は、あらかじめ除雪サービス事業の利用申請を行い、事前に利用決定を受けた下記 

の方です。 

① 中央地区、長和地区にお住まいの方（戸建て） 

② 自力で除雪が困難なおおむね６５歳以上の高齢者世帯や障がい者世帯 

 

除雪のサービスの対象範囲 

 

  除雪サービスは家の出入口部分など、日常生活において必要不可欠と認められる部分の 

除雪を対象としています。 
 

   ○ 対象になる内容 

      ・家の出入口、物置付近、公道までの除雪 

 

   × 対象にならない内容 

      ・屋根の雪下ろしなど、高いところの除雪作業や氷落とし 

     ・庭の除雪や庭木に積もった雪の雪落とし 

     ・除雪車が残していった雪の後始末 

       ・大がかりな排雪 

サポーター登録はこちらから 


